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本
書
は
正
式
な
藩
医
の
宿
直
日
記
と
し
て
は
本
邦
で
唯
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
江
戸
期
に
お
け
る
医
療
制
度
の
一
端
を
窺
う

絶
好
の
史
料
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

宿
直
医
の
日
記
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
医
療
に
関
す
る
事
項
が
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
そ
の
中
で

藩
主
一
族
の
死
亡
年
月
日
に
つ
い
て
、
従
来
の
史
書
と
異
っ
た
期
日
を
記
載
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
見
た
い
。

２
「
直
舎
伝
記
抄
」
に
披
見
さ
れ
る
藩
主
一
族
の
死
亡
年
月
日
に
つ
い
て
、

ま
ず
「
直
舎
伝
記
抄
」
に
披
見
さ
れ
る
、
藩
主
お
よ
び
そ
の
一
族
の
死
亡
年
月
日
に
つ
い
て
左
に
抄
出
し
て
お
く
。
な
お
死
亡
年
月
日
の

次
の
（
）
内
の
数
字
は
刊
行
本
の
頁
数
、
「
上
」
は
そ
の
上
段
、
「
下
」
は
下
段
を
示
す
。

日
記
「
直
舎
伝
記
抄
」
を
刊
行
し
た
。

１
は
じ
め
に

（
１
）

著
者
は
第
八
十
六
回
日
本
医
史
学
会
が
弘
前
市
で
開
催
さ
れ
た
の
を
記
念
し
て
、
渋
江
抽
斎
の
抄
出
に
な
る
弘
前
藩
江
戸
定
府
医
官
の
宿
直

藩
主
津
軽
氏
一
族
の
死
亡
年
月
日
に
つ
い
て 日

本
医
史
学
雑
誌
第
三
十
二
巻
四
号

昭
和
六
十
一
年
十
月
三
十
日
発
行

松
木
明
知

昭
和
六
十
一
年
三
月
三
日
受
付
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真
寿
院
様
御
病
気
之
処
御
養
生
不
被
御
叶
御
逝
去
被
遊
候
二
付
為
伺
御
機
嫌
御
目
見
巳
上
之
面
ミ
只
今
御
屋
形
へ
罷
出
御
帳
記
之
謁
御

家
老
中
候
様
被
仰
付
候
右
二
付
左
之
通

○
文
化
八
年
五
月
二
日
（
三
二
五
頁
、
上
）

一
去
廿
九
日
新
御
殿
二
被
為
入
候
寿
姫
様
御
急
症
一
一
而
度
ど
御
気
絶
被
遊
候
二
付
同
役
一
統
へ
御
目
付
方
相
詰
候
様
夫
々
へ
通
達
有
之
一

統
相
詰
伺
被
仰
付
一
統
罷
出
伺
之
上
退
散
致
候
事

屋
形
様
御
参
府
後
御
浮
腫
被
為
入
候
処
追
日
不
被
遊
御
勝
御
養
生
不
被
為
叶
今
巳
ノ
中
刻
被
遊
御
逝
去
候
一
一
付
左
之
通

○
寛
政
三
年
九
月
八
日
（
一
四
八
頁
、
下
）

一
、
義
貞
院
様
御
逝
去
二
付
渋
江
島
両
氏
御
附
添
引
取
被
仰
付
御
番
割
相
改
尤
渋
江
嶋
両
氏
長
食
御
附
添
一
一
付
御
番
割
一
順
跡
へ
入
番
之

○
安
永
八
年
八
月
十
六
日
（
七
七
頁
、
上
）

一
、
貞
正
院
様
御
逝
去
二
付
御
伺
被
仰
付
面
食
引
取
被
仰
付
候

○
天
明
四
年
閏
正
月
八
日
（
九
○
頁
、
下
）

一
、
屋
形
様
先
頃
方
御
持
病
之
御
積
気
御
差
発
之
所
去
ル
朔
日
方
不
図
御
中
風
之
御
容
躰
二
被
成
御
座
追
日
御
勝
不
被
遊
候
所
御
養
生
不

被
叶
今
暁
寅
之
刻
過
被
遊
御
逝
去
候
二
付
鳴
物
停
止
火
之
本
入
念
候
様

右
之
通
於
三
之
間
御
目
見
以
上
迄
罷
出
大
谷
津
七
郎
殿
雨
森
権
八
殿
出
席
一
一
而
被
仰
渡
候

○
寛
政
三
年
七
月
六
日
（
一
四
三
頁
、
下
）

○
文
化
六
年
二
月
十
九
日
（
三
○
三
頁
、
下
）

○
寛
政
三
年
七
月
六
日
（
二

一
、
御
目
付
惣
触
廻
状
写

惣
触
廻
状

事
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現
存
す
る
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
記
述
の
上
限
は
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
、
下
限
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
で
、
約
七
十
年
間
の
出
来
事
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
藩
主
一
族
の
死
亡
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
「
直
舎
伝
記
抄
」
を
編
す

但
御
脈
診
は
不
奉
伺
候
昨
朝
御
逝
去

○
文
政
十
一
年
十
月
七
日
（
三
八
六
頁
、
下
）

一
、
御
内
証
様
御
病
気
之
処
養
生
不
被
成
御
叶
一
昨
夜
戌
之
下
刻
御
死
去
二
付
右
為
伺
御
機
嫌
昨
今
両
日
御
帳
有
之

一
、
明
八
日
光
円
院
様
末
之
下
刻
御
葬
送
一
一
付
当
番
十
徳
着
用
之
旨
御
目
付
安
西
平
十
郎
申
聞
候
事

○
天
保
四
年
六
月
二
十
三
日
（
四
六
二
頁
、
上
）

○
天
保
四
年
六
月
廿
七
日
（
五
二
八
頁
、
上
）

一
、
侍
従
様
先
頃
方
御
疾
飲
御
胸
痛
被
遊
候
処
不
被
為
叶
御
養
生
今
暁
丑
ノ
中
刻
被
遊
御
逝
去
候
、
依
之
今
日
方
普
請
作
事
鳴
物
停
止
被

仰
出
火
ノ
元
大
切
入
念
候
様
被
仰
出
候
、
右
之
趣
津
軽
主
水
殿
被
仰
渡
候

○
天
保
六
年
二
月
十
三
日
（
五
三
一
頁
、
下
）

一
、
岩
城
様
御
奥
様
御
不
例
二
付
山
上
浅
越
両
氏
御
用
所
当
番
相
勤
候
様
被
仰
付
候

但
十
五
日
御
絶
脈
二
被
為
致
候
一
一
付
同
所
引
取
十
八
日
御
逝
去
御
届
出
ル

○
天
保
八
年
六
月
九
日
（
五
四
一
頁
、
下
）

一
、
瑳
池
院
様
御
病
気
御
養
生
不
被
為
叶
今
卯
中
刻
被
遊
御
逝
去
候
二
付
大
川
端
御
番
引
取
被
仰
付
天
と
及
通
用

○
天
保
四
年
六
月
二
十
三
日
（

一
、
当
月
十
三
日
付
飛
脚
着

申
来
即
刻
申
上
候

侍
従
様
御
容
躰
十
三
日
夜
６
御
差
重
被
為
成
候
旨
申
来
引
続
十
四
日
付
御
飛
脚
着
御
容
躰
十
四
日
暁
丑
之
半
刻
御
絶
候
様
被
為
至
候
旨
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「
直
舎
伝
記
抄
」
で
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正
月
八
日
の
死
亡
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
津
軽
史
辞
典
」
や
そ
の
原
典
で
あ
る
「
津
軽

（
４
）

歴
代
記
類
」
で
は
、
天
明
四
年
閏
正
月
二
日
、
公
江
戸
に
於
テ
卒
す
」
と
あ
り
、
六
日
の
差
が
見
ら
れ
る
。
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
巻
一
は
表
医

者
の
日
記
で
あ
る
が
、
閏
正
月
朔
日
に
は
信
寧
公
の
容
態
が
悪
い
の
で
、
近
習
医
の
象
な
ら
ず
、
表
医
者
に
も
御
機
嫌
伺
い
に
出
る
よ
う
指
示

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
閏
正
月
七
日
に
は
、
．
屋
形
様
御
病
気
御
差
重
被
遊
候
二
付
今
朝
六
時
過
同
役
何
レ
も
致
出
仕
候
」
と
あ
る
こ
と
に
よ

く
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

六
代
信
著
（
の
ぶ
あ
き
）
の
側
室
の
子
で
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
弘
前
城
内
で
誕
生
し
た
が
、
信
著
が
急
死
し
た
た
め
、
わ
ず
か
六
歳
で

跡
を
嗣
い
で
第
七
代
藩
主
と
な
っ
た
。
信
寧
の
時
代
は
打
ち
続
く
天
災
地
変
な
ど
の
た
め
疫
病
、
凶
作
、
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
天
明
の
末
年

（
３
）

に
は
領
内
の
人
口
二
十
五
万
人
の
中
、
実
に
八
万
人
も
死
亡
し
た
ほ
ど
で
、
そ
の
惨
状
は
南
部
津
軽
藩
飢
鯉
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
全

両
者
を
比
較
し
て
見
る
と
、
一
見
し
て
死
亡
年
月
日
の
一
致
す
る
者
は
少
な
く
、
異
説
の
あ
る
も
の
を
含
め
て
十
名
中
九
名
は
期
日
に
差
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
差
も
二
日
か
ら
約
二
ヶ
月
と
幅
が
あ
り
、
決
し
て
等
閑
に
付
す
訳
に
は
い
か
な
い
程
の
差
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
下
藩
主
を
中
心
に
個
々
の
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
行
き
た
い
。

く
◎

し
た
が
っ
て
こ
の
七
十
年
間
に
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
藩
主
一
族
の
死
亡
記
事
は
期
日
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
七

代
藩
主
信
寧
（
の
ぶ
ゃ
す
）
、
八
代
藩
主
信
明
（
の
ぶ
は
る
）
、
九
代
寧
親
（
や
す
ち
か
）
と
藩
主
三
名
を
含
む
計
十
名
で
あ
る
。

（
２
）

こ
れ
ら
を
一
括
し
て
第
一
表
に
示
し
て
お
く
。
従
来
の
公
式
な
死
亡
年
月
日
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
を
津
軽
史
辞
典
か
ら
採
っ
て
示
し
て
お

る
に
際
し
て
、
半

た
た
め
で
あ
る
。

３
七
代
藩
主
信
寧

渋
江
抽
斎
は
原
本
と
も
言
う
べ
き
弘
前
藩
の
表
医
者
、
近
習
医
者
の
宿
直
日
記
か
ら
自
分
が
必
要
と
す
る
部
分
の
承
を
抄
出
し

（88） 472



４
八
代
藩
主
信
明

七
代
信
寧
の
側
室
歌
木
の
子
と
し
て
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
生
れ
た
信
明
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
二
士
一
震
で
、
父
信
寧
の
跡
を

継
い
だ
。
世
に
名
高
い
天
明
の
飢
謹
の
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
三
十
歳
で
死
亡
し
た
か
ら
わ
ず
か
七
年
の
治
世
で

あ
り
、
困
窮
し
た
藩
の
財
政
や
荒
廃
し
た
田
畑
の
復
旧
に
追
わ
れ
た
七
年
間
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。

「
津
軽
史
辞
典
」
に
は
、
信
明
の
死
亡
年
月
日
が
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
六
月
一
千
二
日
と
七
月
六
日
の
二
説
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か

（
５
）

し
信
明
公
の
事
績
を
述
べ
た
「
津
軽
信
明
公
」
に
は
「
懇
に
国
政
及
継
嗣
の
事
を
遺
命
し
遂
に
廿
二
日
を
以
っ
て
正
寝
に
卒
す
年
僅
に
三
十
」

と
あ
っ
て
六
月
二
十
二
日
に
残
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
七
月
十
日
に
は
津
梨
院
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
六
月
二
十
二
日
か
ら
七
月
五
日
に
至
る
条
に
は
、
藩
主
の
容
態
が
徐
々
に
悪
化
し
て
い
る
の
で
、
表
医
者
も
宿

直
の
任
に
当
る
よ
う
に
と
い
う
記
事
が
連
日
の
よ
う
に
出
さ
れ
て
お
り
、
七
月
六
日
に
至
っ
て
、
死
亡
を
伝
え
る
左
の
よ
う
な
記
載
が
漸
く
披

見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

っ
て
愈
倉
病
状
が
重
篤
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
八
日
に
死
亡
し
、
出
棺
し
た
の
は
十
一
日
で
あ
っ
た
と
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
十
一
日
の
条
は
伝
え
て
い
る
。

従
来
の
説
の
閏
正
月
二
日
に
死
亡
し
た
と
す
る
と
、
出
棺
の
十
一
日
ま
で
余
り
に
も
日
数
が
経
ち
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

何
ら
か
の
理
由
で
閨
正
月
八
日
の
死
亡
が
閏
正
月
二
日
と
し
て
公
式
に
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

荊
輌
渋
江
道
陸

一
、
屋
形
様
（
信
明
の
こ
と
ｌ
松
木
註
）
｜
御
参
府
後
御
浮
腫
二
被
為
入
候
処
御
不
例
御
差
重
御
養
生
不
被
為
叶
今
巳
ノ
中
刻
御
逝
去
被
遊
候

ル
〕
ロ
幻
一
ハ
ロ
Ｈ

渡
辺
玄
治
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残
念
な
こ
と
に
は
、
近
習
医
の
日
記
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
五
月
以
降
の
も
の
が
現
存
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
寛
政
三
年
の

近
習
医
の
条
が
造
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
こ
の
間
の
事
情
を
十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。

信
明
の
病
状
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
重
要
な
記
載
が
「
直
舎
伝
記
抄
」
に
見
ら
れ
る
。

寛
政
三
年
五
月
中
旬
国
許
の
弘
前
に
い
た
信
明
は
参
勤
交
代
の
た
め
江
戸
へ
出
立
し
た
。
こ
の
時
す
で
に
信
明
は
微
疾
を
有
し
て
い
た
が
、

侍
医
中
丸
昌
庵
の
進
言
に
よ
り
江
戸
へ
出
発
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
途
中
の
羽
州
に
お
い
て
病
状
が
次
第
に
重
く
な
り
、
四
肢
の

浮
腫
が
著
明
に
な
り
、
漸
く
五
月
二
十
九
日
江
戸
に
到
着
し
た
。

重
篤
な
病
状
に
も
拘
ら
ず
、
信
明
は
衣
服
を
改
め
、
諸
臣
を
従
え
て
先
例
に
な
ら
っ
て
閣
老
諸
臣
の
邸
に
詣
り
参
勤
の
意
を
述
べ
、
そ
れ
か

ら
漸
く
本
所
の
弘
前
藩
邸
に
入
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
六
月
二
十
二
日
と
七
月
六
日
と
大
幅
に
死
亡
年
月
日
が
異
る
理
由
は
、
継
嗣
問
題
が
絡
ん
で
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時
信
明
に
は
実
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
分
家
黒
石
藩
の
六
代
目
の
寧
親
を
末
期
養
子
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
信
明
は
遺
言
し
た
。
藩
内
で

は
決
し
て
こ
れ
に
賛
意
を
表
す
る
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
お
家
騒
動
が
起
き
て
、
お
家
断
絶
と
い
う
事
態
に
も
な
り
兼
ね
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
津
軽
藩
は
可
能
な
限
り
信
明
の
死
を
ひ
た
す
ら
隠
し
て
時
を
か
せ
ぎ
、
そ
の
間
に
諸
種
の
手
続
を
行
い
、
七
月
六
日
に
な
っ
て

漸
く
そ
の
死
亡
を
公
式
に
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
信
明
の
死
は
表
医
者
達
に
も
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
記

載
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
六
月
二
十
二
日
に
既
に
死
亡
し
て
い
る
の
に
、
表
医
者
に
も
格
別
の
当
直
体
制
を
命
じ
た
り
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
表
医
者
の
小

山
内
玄
貞
は
信
明
の
容
態
に
つ
い
て
伺
書
を
御
用
番
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
表
医
者
達
も
信
明
の
容
態
に
つ
い
て
疑
義
の
念
を
抱
い
て

い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
之
趣
於
御
勝
手
座
敷
御
家
老
喜
多
村
監
物
殿
御
中
渡
被
成
候
銅
覗
他
出
座
…
…
以
下
略
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信
明
を
迎
え
た
留
守
役
の
者
た
ち
は
そ
の
病
状
の
常
な
ら
な
い
こ
と
を
見
て
、
直
ち
に
幕
府
の
典
薬
立
花
宗
仙
院
や
一
橋
家
の
侍
医
石
川
玄

（
６
）

常
の
診
療
を
乞
う
た
。
こ
の
間
の
事
情
を
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
六
月
二
十
日
の
条
は
左
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

右
の
記
述
に
よ
っ
て
、
信
明
の
病
気
の
大
約
の
診
断
は
つ
く
。
発
症
当
時
か
ら
四
肢
の
浮
腫
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
御
腫

気
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
。
発
熱
や
発
疹
に
つ
い
て
は
何
ら
記
述
が
な
く
、
病
状
は
「
出
来
」
「
不
出
来
」
つ
ま
り
日
に
よ
っ
て
調
子
の
よ
い
時

一
、
御
小
水
当
月
上
旬
之
頃
壱
合
三
四
勺
弐
合
位
之
御
通
二
被
遊
御
座
候
其
後
弐
合
三
合
程
之
御
通
し
一
昨
十
六
日
御
通
し
昼
夜
二
弐
合
八

屋
形
様
御
容
躰

一
、
御
道
中
方
少
と
御
腫
気
被
遊
御
座
候
処
御
着
御
当
月
上
旬
方
御
腫
勢
御
増
御
気
然
〈
差
而
御
強
き
御
障
も
不
被
遊
御
座
候
得
共
御
出
来

、一一一一

、、、、、

勺
昨
十
七
日
昼
夜
二
弐
合
八
勺

不
出
来
被
遊
御
座
候

御
食
量
御
麦
飯
赤
小
豆
緑
豆
御
粥
等
三
度
二
之
椀
二
軽
ク
ニ
盛
三
盛
程
シ
、
御
上
被
遊
候

夜
中
御
相
応
二
御
寝
被
候
比
間
者
折
節
御
咳
嗽
一
一
而
御
熟
睡
被
遊
兼
候
節
も
被
遊
御
座
候

昨
夜
中
御
咳
嗽
二
而
御
快
寝
被
遊
兼
今
暁
方
前
方
御
静
二
御
休
被
遊
候

御
薬
最
初
右
川
玄
常
差
上
候
橘
宗
仙
院
様
二
も
両
三
度
御
見
舞
被
成
候
玄
常
御
同
按
二
て
玄
常
調
剤
御
服
用
被
遊
候
秋
山
玄
瑞
梶
山

平
兵
衛
等
も
相
給
申
候

御
大
便
日
食
御
通
被
遊
候

右
之
通
御
座
候

六
月
十
八
日
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５
九
代
藩
主
寧
親

信
明
の
跡
を
嗣
い
だ
九
代
寧
親
の
政
治
は
功
罪
相
半
ば
す
る
。
こ
の
頃
帝
政
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
に
よ
っ
て
北
辺
は
に
わ
か
に
急
を
告
げ
、

こ
の
た
め
幕
府
は
津
軽
、
南
部
を
主
と
す
る
東
北
諸
藩
に
北
辺
の
錘
一
二
備
を
命
じ
た
。
こ
の
功
績
に
よ
っ
て
津
軽
藩
は
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
そ

れ
ま
で
の
四
万
六
千
石
か
ら
七
万
石
へ
、
さ
ら
に
文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
に
は
十
万
石
の
禄
高
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
高
直
り
」
で
あ
る
。

寧
親
の
位
も
従
四
位
下
に
昇
進
し
た
が
、
こ
れ
は
幕
府
要
人
に
賄
賂
を
贈
っ
た
た
め
と
言
わ
れ
て
お
り
、
犬
猿
の
仲
で
あ
っ
た
南
部
藩
主
は
二

十
万
石
、
津
軽
藩
の
倍
の
禄
高
で
あ
る
の
に
無
位
無
官
で
、
江
戸
城
内
で
の
席
次
も
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
南
部
藩
士
相
馬
大
作

に
よ
る
寧
親
の
狙
撃
事
件
が
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

寧
親
の
死
亡
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
「
直
舎
伝
記
抄
」
の
中
で
も
矛
盾
が
見
ら
れ
る
。
前
掲
の
天
保
四
年
六
月
二
士
一
百
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

「
十
四
日
暁
丑
之
半
刻
」
に
逝
去
し
た
こ
と
を
飛
脚
は
伝
え
て
い
る
が
、
六
月
二
十
七
日
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
一
千
七
日
の
「
丑
の
中
刻
」
に

死
亡
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
約
二
週
間
の
差
が
見
ら
れ
る
。

と
悪
い
時
と
が
あ
っ
た
こ
と
。
尿
量
は
少
な
か
っ
た
が
、
便
通
は
毎
日
順
調
で
食
事
も
麦
飯
を
主
と
し
て
摂
取
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
心

不
全
や
腎
不
全
が
ま
ず
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
初
期
か
ら
四
肢
に
浮
腫
が
生
じ
て
お
り
、
咳
も
ひ
ど
く
、
麦
や
赤
小
豆
な
ど
を
中
心
と
し
た
食

餌
療
法
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
四
項
目
に
注
目
す
れ
ば
、
脚
気
に
よ
る
心
不
全
と
し
た
方
が
よ
り
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
占
幟
、
毎
日
一
日
尿
量
を
測
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尿
量
の
測
定
の
重
要
性
は
今
更
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い

が
、
日
本
に
お
い
て
も
今
か
ら
約
二
○
○
年
も
前
に
一
日
尿
量
を
測
定
し
て
い
た
記
録
は
、
従
来
の
史
料
に
は
殆
ど
披
見
さ
れ
な
い
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
比
較
的
古
い
尿
量
測
定
の
記
録
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
（
８
）

な
お
脚
気
に
つ
い
て
は
「
日
本
米
食
史
」
に
詳
し
い
。
ま
た
津
軽
に
お
け
る
脚
気
と
く
に
脚
気
衝
心
「
フ
サ
ギ
」
に
つ
い
て
は
拙
著
で
言
及

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
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信
明
の
場
合
と
は
異
っ
て
複
雑
な
継
嗣
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
幕
府

へ
の
届
出
な
ど
種
為
の
理
由
に
よ
っ
て
二
通
り
の
死
亡
年
月
が
生
じ
た
も
の
で

あ
る
シ
フ
。

津
軽
史
辞
典
で
も
同
様
に
残
年
月
日
は
二
説
を
伝
え
て
お
り
、
「
直
舎
伝
記

抄
」
と
同
様
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

６
死
亡
年
月
日
の
差
異

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
三
代
に
わ
た
る
津
軽
藩
の
藩
主
や
そ
の
一
族
の

死
亡
月
日
が
、
史
料
に
よ
り
異
る
こ
と
は
従
来
殆
ど
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。

こ
と
に
藩
主
の
死
に
関
し
て
は
、
継
嗣
問
題
が
あ
れ
ば
藩
当
局
に
と
っ
て
は

一
大
事
で
あ
り
、
い
つ
死
亡
し
た
か
は
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
も
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
厳
重
な
鉗
口
令
が
敷
か
れ
て
、
近
習
医
に
さ
え

も
藩
主
の
死
が
秘
密
に
さ
れ
る
可
能
性
も
全
く
否
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

あ
る
い
は
重
臣
た
ち
の
厳
命
に
よ
っ
て
、
死
亡
し
た
後
も
、
恰
も
未
だ
藩
主
が

生
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
行
動
す
る
よ
う
に
藩
医
た
ち
が
要
請
さ
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
直
日
誌
へ
も
、
未
だ
藩
主
が
生
き
て
い
る
か
の
よ

う
な
記
述
が
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
。

八
代
藩
主
信
明
の
場
合
正
に
こ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
、
表
医
者
は
も
ち
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器
卜
０

し
た
が
っ
て
死
亡
年
月
日
の
同
定
を
一
つ
の
史
料
の
承
を
用
い
て
行
う
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
多
く
の
史
料
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
仮
令
死
亡
届
に
没
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
死
亡
し
た
期
日
と
数
日
の
差
異
が
あ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
。

「
直
舎
伝
記
抄
」
中
に
披
見
さ
れ
る
藩
主
お
よ
び
そ
の
一
族
の
死
亡
年
月
日
を
従
来
の
史
料
の
そ
れ
ら
と
比
較
検
討
し
た
。

諸
史
料
に
見
ら
れ
る
死
亡
月
日
と
の
不
一
致
は
、
藩
主
の
場
合
は
継
嗣
問
題
な
ど
政
治
的
配
慮
が
絡
ん
で
い
る
た
め
、
死
亡
月
日
を
変
更
す

る
こ
と
が
多
く
、
藩
主
の
室
、
側
室
、
女
な
ど
の
場
合
に
見
ら
れ
る
数
日
の
差
は
単
純
な
届
出
の
記
載
上
の
差
に
起
因
す
る
こ
と
が
判
明
し

こ
の
よ
う
に
死
亡
届
に
記
載
さ
れ
る
日
付
は
、
実
際
に
死
亡
し
た
日
付
と
二
、
三
日
異
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
右
の
記
載
に
よ
っ
て
窺
わ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
表
中
に
掲
げ
た
例
中
、
死
亡
日
の
数
日
の
差
は
多
く
の
場
合
、
単
純
な
書
類
上
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

る
0

例
え
ば
天
保
六
年
（
一
八
二
一
五
）
二
月
に
死
亡
し
た
岩
城
伊
予
守
隆
喜
の
室
満
佐
の
場
合
で
あ
る
。
従
来
の
史
書
に
は
、
二
月
十
七
日
に
逝

去
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
直
舎
伝
記
抄
」
に
は
、
二
月
十
五
日
に
「
御
絶
脈
」
つ
ま
り
死
亡
し
、
十
八
日
に
死
亡
届
を
出
し
た

７
〆
」
圭
毎
｝
ブ
（
》
０

因
す
る
場
合
で
あ
る
。

ろ
ん
の
こ
と
、
近
習
医
た
ち
で
さ
え
、
死
後
も
信
明
が
生
き
て
い
た
か
の
よ
う
に
宿
直
日
誌
に
記
載
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
に

よ
っ
て
死
亡
年
月
日
が
異
る
理
由
は
、
前
述
の
よ
う
に
政
治
的
配
慮
に
起
因
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
単
純
な
形
式
上
の
問
題
に
起

つ
ま
り
十
五
日
に
死
亡
し
た
が
、
十
八
日
に
死
亡
届
が
出
さ
れ
、
そ
れ
に
は
十
七
日
に
死
亡
し
た
旨
記
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

７
お
わ
、
り
に
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文
献

（
一
）
松
木
明
知
編
直
舎
伝
記
抄
信
山
社
昭
和
六
十
年
正
式
に
は
渋
江
抽
斎
編
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
な
り
に
内
容
を
吟
味
し
て
現
存
す
る

六
冊
を
分
類
し
た
の
で
、
仮
に
「
松
木
明
知
編
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
他
に
第
八
十
六
回
日
本
医
史
学
会
と
し
て
「
渋
江
抽
斎
の
研
究
」
を
刊
行
し
て
あ
る
の
で
希
望
者
は
筆
者
ま
で
申
し
込
ま
れ
た
い
。
実
費
で
お
頒

／ヘヘ／ー､へ／~、／~、ヘ

ノヘービプ＜五四＝三二

、ーノミーノ、－ノ､－ノ、－ノ、－ノ、－ノ

《
６
｝
５
宮
］
島
国
‐
己
①
目
画
‐
鯉
５
輩
．
ａ
ｏ
昌
員
唖
昌
①
×
。
①
ｇ
酎
坤
○
日
号
①
ａ
胃
尉
切
昌
堅
巨
ミ
ロ
ヶ
湧
肖
、
冒
凰
旦
昏
①
目
堅
侭
騨
冒
す
丘
巴

■

ｅ
置
旨
言
．
国
Ｑ
Ｏ
ｅ
ｏ
ぐ
①
時
昌
侭
画
も
①
烏
甘
口
○
崗
國
ご
○
目
計
切
①
ぐ
①
国
辱
望
①
四
勗
坤
Ｏ
Ｈ
ｐ
骨
司
ｍ
ｍ
８
］
、
②
①
．

骨

鈩
切
昏
①
○
吋
蒟
冒
巴
○
由
○
訂
」
Ｑ
目
ご
臼
胃
尉
ｍ
岸
届
く
の
｝
Ｈ
①
口
］
○
農
号
①
①
ｘ
ｏ
①
昌
扇
び
く
○
岸
昌
ｍ
Ｂ
ｍ
ぽ
ず
巨
①
胃
の
ぐ
①
暑
員
旨
も
○
局
‐

国
昌
旨
讐
①
目
①
＆
。
巴
匡
唾
さ
思
片
巴
、
冒
旦
言
昌
昏
⑦
国
ｇ
ｏ
も
①
局
ざ
具
①
名
①
○
国
国
々
吾
胃
呂
目
曽
唖
胃
匡
浄
屋
Ｑ
巴
。
置
旨
．

弘
前
大
学
国
史
研
究
会
編
津
軽
史
大
辞
典
名
著
出
版
、
昭
和
五
十
二
年
二
三
’
四
二
頁

青
森
県
叢
書
刊
行
会
南
部
Ｉ
津
軽
藩
飢
鯉
史
料
、
青
森
県
叢
書
第
七
編
、
青
森
県
学
校
図
書
館
協
議
会
昭
和
二
十
九
年

青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編
津
軽
歴
代
記
類
（
上
下
）
承
ち
の
く
双
書
第
七
・
八
集
、
昭
和
三
十
四
年

外
崎
覚
津
軽
信
明
公
明
治
三
十
年

直
舎
伝
記
抄
（
巻
二
）
寛
政
三
年
六
月
二
十
四
日
の
条
参
照

岡
崎
桂
一
郎
日
本
米
食
史
（
再
版
）
糧
友
会
昭
和
五
年

松
木
明
知
藩
医
山
上
俊
泰
と
「
フ
サ
ギ
」

松
木
明
・
松
木
明
知
共
著
「
津
軽
の
医
史
」
津
軽
書
房
昭
和
四
十
六
年
所
収

け
す
る
。

ロ
呉
＄
９
口
の
胃
｛
〕
具
計
画
の
弓
の
宮
、
四
国
』
甸
①
ロ
ロ
巴
Ｆ
ｏ
時
Ｑ
、

び
く

餌
匡
８
日
Ｏ
シ
閏
少
弓
切
ロ
展
目
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Inthisstudy,thedatesofseveralfbudallordsoftheTsugaruclanandtheirrelativesfbundinthe

documentswerecomparedwiththosefiFompreviouslyknowndocumentsandseveraldiscrepancieswere
●

fbundamongthem.

Thesevariationsderivefi､omthepoliticalbackgroundofthefbudallordsaswellassimplyfi,om
■

eitherdescriptiveproblemsorcommunicativeerrors.

Thusitissuggestedthatwerefbrtoavailabledocumentstoidentifytheaccuratedatesofdeathof

thefbudallordsandtheirrelativesandalsothatwetakeintoaccountthefactthattheremavDossiblv
j人 ′

beseveraldaysdiffbrencefifomtheactualdateofdeath,evenwherethedeathdateiswrittenclearly
● ■

insomedocuments.

つ
、
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）


